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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年９月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年２月４日（月） １８時４０分ごろ 

発生場所 愛媛県宇和島市宇和島港戎
えびす

ケ
が

鼻
はな

沖 

 宇和島港戎山
えびすやま

防波堤灯台から真方位０６５°１００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°１３.６′ 東経１３２°３２.７′） 

事故調査の経過  平成２５年２月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。  

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ モーターボート 好宝
よしほう

丸、３.４トン 

   ＥＨ３－８６１９３（漁船登録番号）、個人所有 

   ８.９９ｍ（Lr）×２.６４ｍ×０.８７ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１６９.２０kＷ、平成７年１０月１０日 

Ｂ モーターボート 豊
とよ

丸、０.５トン 

   ２８１－４１２５５愛媛、個人所有 

   ４.９６ｍ（Lr）×１.６９ｍ×０.６６ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１８.４kＷ、平成３年１０月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 操縦者Ａ 男性 ３８歳 

   操縦免許 なし 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ８０歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定    

    免許登録日 昭和６３年１２月２１日 

    免許証交付日 平成２０年１月２８日 

           （平成２５年１２月２０日まで有効） 

 死傷者等 Ｂ 死亡 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船底に擦過傷、プロペラ翼に欠損 

Ｂ 右舷船尾部及び左舷船尾部に破損、操舵室を破損 

 事故の経過  Ａ船は、操縦者Ａが１人で乗り組み、マスト灯、白色全周灯、両舷

灯及び船尾灯を点灯し、宇和島港戎ケ鼻沖を同港の係留地に向け、右

転しながら、約１５ノットの対地速力として手動操舵で航行した。 

操縦者Ａは、主に左舷前方の宇和島港戎山防波堤灯台（以下「戎山

防波堤灯台」という。）の灯光を見ながら、航行していたところ、平

成２５年２月４日１８時４０分ごろ、戎山防波堤灯台から真方位０６
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５°１００ｍ付近において、Ａ船の船首部とＢ船の右舷船尾部とが衝

突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、宇和島港戎ケ鼻沖を航行中にＡ

船と衝突した。 

 Ａ船は、Ｂ船を乗り切ったのち、操縦者Ａは、Ｂ船の乗員を捜した

が、発見できなかったので、怖くなってその場を立ち去った。 

 本事故発生場所から東方約６００ｍの所にある宇和島港樺崎防波堤

で釣りをしていた人は、１８時４０分ごろ船舶同士が衝突したような

音を聞き、海上保安部に通報した。 

 海上保安部は、巡視船等で捜索に当たっていたところ、２１時００

分ごろ、本事故発生場所付近において、半没状態のＢ船及び漂流して

いた救命胴衣を発見し、６日１３時４０分ごろ、捜索に参加していた

僚船が、船長Ｂを発見して揚収した。 

 船長Ｂは、検案の結果、死因は不詳と診断された。  

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 数十 cm、潮汐 下げ潮の末期 

日没時刻：１７時４５分 

 その他の事項 

 

 Ａ船は、有限会社織田水産（以下「Ａ社」という。）代表が職員の

福利厚生などの目的で所有するモーターボートであり、宇和島市九
く

島
しま

には救急船がなかったので、町の要請でエンジンキーを箱の中に入れ

て係留していた。 

操縦者Ａは、Ａ社が所有する漁船の甲板員であった。 

操縦者Ａは、操縦免許を持っていなかったが、Ａ船の定係港である

九島漁港と宇和島市街地との間を航行するぐらいなら問題ないと思

い、Ａ社代表に操縦免許を持っていないことを言わず、平成２４年９

月までにＡ社職員などの交通手段としてＡ船を数回操船していた。 

操縦者Ａは、平成２４年９月に近いうちに小型免許を取得する予定

であることをＡ社代表に話したところ、代表からＡ船の操船を禁止さ

れていたが、それ以降もＡ船を２回操船しており、本事故発生当日も

Ａ社職員や物資の輸送の目的でＡ船を操船していた。 

Ａ社代表は、平成２４年９月に操縦者Ａが操縦免許を持っていない

ことを知り、操縦者Ａに対してＡ船の操船を禁止し、また、Ａ船に燃

料の補給を行わなかったこともあり、操縦者ＡはＡ船を操船していな

いと思っていた。 

Ａ船は、レーダー、ＧＰＳプロッター、魚群探知機及び自動操舵装

置がなかった。 

Ａ船は、船首が浮上していなかった。 

操縦者Ａは、本事故発生場所付近では船首目標としては戎山防波堤

灯台の灯光しかなかったので、本事故当時、主にその灯光を見ながら

右転していた。 
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操縦者Ａは、航行中及び衝突後もＢ船の灯火を見なかった。 

船長Ｂは、平成２２年３月に漁業を廃業後、毎日所用でＢ船を使用

して九島漁港と宇和島市街地との間を往復しており、九島漁港を０８

時～０９時ごろ出港し、１９時ごろ帰港していた。 

宇和島港フェリー桟橋に設置された監視カメラの所有者の口述によ

れば、監視カメラの映像から、Ｂ船は、本事故当時、白色全周灯及び

両色灯を点灯していた。 

 Ｂ船は、操舵室の屋根に白色全周灯及び同室の前部に両色灯が設置

されていたが、本事故後、白色全周灯はなくなっていた。  

 本事故発生場所付近には、戎山防波堤灯台しか照明となるものはな

かった。 

 宇和島港戎山防波堤は、同港港口付近に設置された北東方に伸びる

長さ約１００ｍの防波堤であり、その北東端に戎山防波堤灯台が設置

されており、本事故当時、防波堤の高さは人の身長ぐらいであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ 不明 

 Ａ船は、宇和島港戎ケ鼻沖を右転しながら、同港の係留地に向けて

入航中、操縦者Ａが、左舷前方の戎山防波堤灯台の灯光に注意を向け

ていたことから、航行中のＢ船に気付かず、船首部とＢ船の右舷船尾

部とが衝突したものと考えられる。 

 操縦者Ａは、操縦免許証を受有しておらず、Ａ船に乗船してはなら

なかった。 

Ｂ船は、宇和島港戎ケ鼻沖を出航中であった可能性があると考えら

れるが、Ｂ船の動静及び船長Ｂの行動は明らかにすることはできなか

った。 

 船長Ｂの死因は、不詳であった。 

原因  本事故は、夜間、宇和島港戎ケ鼻沖において、Ａ船が右転しなが

ら、同港の係留地に向けて入航中、Ｂ船が航行中、両船が衝突したこ

とにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・港内では、安全な速力で航行し、常時適切な見張りを行うこと。 

 


